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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者のフレイルを評価するためのコンピュータ実施方法であって、当該方法は：
　測定装置のユーザ支持面によって経験される力を測定することにより前記ユーザ支持面
上に立っている前記被検者の体重を決定するように構成される測定装置によって取得され
る複数の力測定値を受け取るステップであって、前記力測定値は、前記被検者が前記ユー
ザ支持面上に乗り、続いてその上に立つ間の測定期間にわたって一定時間ごとに取得され
る、ステップと；
　前記受け取った力測定値を使用して前記被検者のフレイルの程度を示すフレイルインデ
ックスを計算する計算ステップであり：
　　（ａ）前記測定期間内の前記受け取った測定値の第１のセクションをマウンティング
時間として識別するステップであって、該マウンティング時間は、前記被検者が前記ユー
ザ支持面に最初に接触する第１の時間と、前記被検者の全体重が前記ユーザ支持面によっ
て支持されるようになる第２の時間との間に及ぶステップと、
　　（ｂ）前記測定期間内の前記受け取った測定値の第２のセクションをスタンディング
時間として識別するステップであって、該スタンディング時間は前記マウンティング時間
の後に始まるステップと、
　　（ｃ）前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップ
であって、前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータは、前記マウンティ
ング時間の持続時間及び／又は過去の持続時間値からの前記マウンティング時間の持続時
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間の変化を含むステップと、
　　（ｄ）前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップ
であって、前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータは、バランシング時
間の持続時間及び／又は過去の持続時間値からの前記バランシング時間の持続時間の変化
を含むステップであって、前記バランシング時間は、前記スタンディング時間のうち、前
記受け取った力測定値から抽出される振幅対時間信号の振幅変動が所定の安定範囲を超え
るバランシングセクションに対応するステップと、
　　（ｅ）前記の決定されたパラメータの各々を、対応する所定の閾値と比較するステッ
プと、
　　（ｆ）前記比較に基づいて前記フレイルインデックスを計算するステップと、
　を備える、計算ステップと；
　前記フレイルインデックスを示す出力信号を生成するステップと；
　を具備する、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記スタンディング時間は、前記バランシングセクションと、前記受け取った力測定値
から抽出される振幅対時間信号の前記振幅変動が前記所定の安定範囲内にある安定セクシ
ョンとを備える、
　請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータは、
　　前記被検者の実際の体重、及び
　　過去の体重値からの実際の体重の変化、
　を更に含む、
　請求項１又は２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記受け取った複数の測定値は、空間的に分離される複数の力センサによって取得され
る測定値を備え、前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータが選択される
前記パラメータのセットは、
　　前記複数の力センサにわたる圧力分布を更に含む、
　請求項３に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　前記被検者に関する身長情報を受け取るステップを更に備え、前記フレイルインデック
スを計算するステップが更に、前記被検者の肥満指数、すなわちＢＭＩに関する１つ以上
のパラメータを決定することを備えるか、かつ／又は
　１つ以上の握力の測定値を受け取るステップを更に備え、前記フレイルインデックスを
計算するステップが更に、前記被検者の前記握力に関連する１つ以上のパラメータを決定
することを備える、
　請求項１乃至４のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６】
　前記フレイルインデックスを計算するステップが更に、１つ以上の相関パラメータを決
定することを備え、相関パラメータが、前記マウンティング時間に関連して決定されるパ
ラメータ及び／又は前記スタンディング時間に関連して決定されるパラメータのうちの２
つ以上の間の相関の程度を示す、
　請求項１乃至５のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記の決定されたパラメータの各々を、対応する所定の閾値と比較するステップは：
　ａ）前記の決定されたパラメータの各々１つについてのフレイルスコアを、
　　ｉ）所与の決定されたパラメータとフレイルの程度との間のパラメータ固有の関係性
であって、患者のグループについての過去のフレイルデータに基づいて生成されるパラメ
ータ固有の関係性を使用して、前記所与の決定されたパラメータに関して取得される決定
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結果を、対応するフレイルの程度に関連させることと、
　　ｉｉ）前記対応するフレイルの程度に基づいて前記フレイルスコアを計算することと
、
　によって決定するステップと；
　ｂ）各々の決定されたフレイルスコアを前記対応する所定の閾値と比較するステップと
；
　を備え、前記対応する所定の閾値の各々の値が、特定のフレイルスコアに対応するよう
に設定される、
　請求項１乃至６のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　前記の決定されたパラメータのいずれも前記対応する所定の閾値を超えない場合、前記
被検者はフレイルでないと決定するステップ；又は
　前記の決定されたパラメータの１つ以上が前記対応する所定の閾値を超える場合、前記
被検者はフレイルであると決定するステップ；
　を更に備える、請求項７に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項９】
　前記フレイルインデックスを計算するステップは、
　前記フレイルインデックスが最も高いフレイルスコアであると決定するステップ；又は
　前記フレイルインデックスが、前記最も高いフレイルスコアのうちの２つ以上の平均で
あると決定するステップ；
　を備える、請求項７又は８に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１０】
　前記被検者について、少なくとも各々の決定された最も直近の過去のパラメータを格納
するステップと；
　前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータ及び前記スタンディング時間
に関連する１つ以上のパラメータの各々について、決定された現在のパラメータと、決定
された最も直近の過去のパラメータとの間の差を計算するステップと；
　前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータ及び前記スタンディング時間
に関連する１つ以上のパラメータの各々について、前記差が所定の閾値を超える場合、前
記決定された現在のパラメータを破棄するステップと；
　を更に備える、請求項１乃至９のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　前記被検者についての前記フレイルインデックスの過去の値を格納するステップと、
　現在のフレイルインデックスの値を前記過去の値と比較して前記フレイルインデックス
の傾向を検出するステップと、
　を更に備える、請求項１乃至１０のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１２】
　コンピュータ又はプロセッサによって実行されると、該コンピュータ又はプロセッサに
少なくとも：
　測定装置のユーザ支持面によって経験される力を測定することにより前記ユーザ支持面
上に立っている被検者の体重を決定するように構成される測定装置によって取得される複
数の力測定値を受け取るステップであって、前記力測定値は、前記被検者が前記ユーザ支
持面上に乗り、続いてその上に立つ間の測定期間にわたって一定時間ごとに取得される、
ステップと；
　前記受け取った力測定値を使用して前記被検者のフレイルの程度を示すフレイルインデ
ックスを計算する計算ステップであって：
　　（ａ）前記測定期間内の前記受け取った測定値の第１のセクションをマウンティング
時間として識別するステップであって、該マウンティング時間は、前記被検者が前記ユー
ザ支持面に最初に接触する第１の時間と、前記被検者の全体重が前記ユーザ支持面によっ
て支持されるようになる第２の時間との間に及ぶステップと、
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　　（ｂ）前記測定期間内の前記受け取った測定値の第２のセクションをスタンディング
時間として識別するステップであって、該スタンディング時間は前記マウンティング時間
の後に始まるステップと、
　　（ｃ）前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップ
あって、前記マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータは、前記マウンティン
グ時間の持続時間及び／又は過去の持続時間値からの前記マウンティング時間の持続時間
の変化を含むステップと、
　　（ｄ）前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップ
であって、前記スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータは、バランシング時
間の持続時間及び／又は過去の持続時間値からの前記バランシング時間の持続時間の変化
を含むステップであって、前記バランシング時間は、前記スタンディング時間のうち、前
記受け取った力測定値から抽出される振幅対時間信号の振幅変動が所定の安定範囲を超え
るバランシングセクションに対応するステップと、
　　（ｅ）前記の決定されたパラメータの各々を、対応する所定の閾値と比較するステッ
プと、
　　（ｆ）前記比較に基づいて前記フレイルインデックスを計算するステップと、
　を備える、計算ステップと；
　前記フレイルインデックスを示す出力信号を生成するステップと；
　を実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項１３】
　被検者のフレイルを評価する際に使用するための装置であって、請求項１乃至１１のい
ずれかに記載のコンピュータ実施方法を実行するように構成される制御ユニットを具備す
る装置。
【請求項１４】
　被検者のフレイルを評価する際に使用するためのシステムであって：
　前記被検者がその上に乗り、続いてその上に立つように構成されるユーザ支持面に結合
される測定ユニットであって、前記ユーザ支持面に加えられる力を、前記被検者が前記ユ
ーザ支持面上に乗り、続いてその上に立つ間の測定期間にわたって一定時間ごとに測定す
るように構成される測定ユニットと；
　請求項１３に記載の装置と；
　を具備するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者のフレイル（frailty）を定量化及びモニタリングするための方法及
び装置に関し、より具体的には、体重計（weight　scale）を使用して被検者のフレイル
を定量化及びモニタリングするための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高齢の被検者の機能状態は、彼らの病的状態だけでなく、フレイルと呼ばれる一般的な
状態によっても影響される。フレイルは、転倒のリスク、可動性及び機能状態の低下（例
えば洗濯や料理、トイレに行く能力等）、そして最終的には死亡率や入院リスクの増加に
よって特徴付けられる。フレイルは、老化や病気の発症又は長期の病気の後に、かつ／又
は長期臥床後の筋力低下の結果として進行する可能性がある。フレイルは、栄養障害や、
パーキンソン病のような中枢神経系疾患を有する被検者においても見られる可能性がある
。フレイルは、基礎となる医学的状態及び心理社会的状態から生じるものを超えて、被検
者のケアの必要性に影響する。例えば被検者が自身のフレイルに起因してトイレに到達す
ることができない場合、広範囲の在宅ケアサービス又は熟練した看護施設への移転が適切
である可能性がある。
【０００３】
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　病弱な高齢者を認識することはかなり容易であるが、遠くからフレイルをモニタリング
すること、あるいはフレイルの進行を経時的に追跡することは難しい。フレイルの１つの
「標準的な」定義によると、以下の基準のうちの少なくとも３つが当てはまれば、被検者
はフレイルであると考えられる（非特許文献１（Fried等著「Frailty　in　Older　Adult
s:　Evidence　for　a　Phenotype」、Journal　of　Gerontology、２００１年）。
　　　昨年より１０ポンド超（＞10　pounds）の意図しない体重減少
　　　自己報告される疲労感（２つの質問のアンケートに基づく）
　　　１週間の間の身体活動量
　　　１５フィートを歩行する時間
　　　握力の強さ
【０００４】
　この方法は、患者により行われる幾つかの検査を必要とし、自己報告に依存するので、
実施には厳しい制限がある。したがって、現在日常的には、臨床状況においてのみ適用さ
れる。また、機器が粗すぎて、個人化された報告を維持することは非常に困難であるので
、フレイルの進行を確実に追跡することができない。
【０００５】
　Castilla-La　Mancha大学のJ　Fontecha等によって代替方法が提案されており、この方
法では、加速度計対応のスマートフォン（accelerometer　enabled　smartphones）を使
用する。これらの装置を使用して、被検者の動きが、「ゲットアップアンドゴー（get-up
-and-go）」テストのような幾つかの制御テストの間に追跡される。しかしながら、この
方法はまだ臨床的に検証されておらず、被検者が、少なくとも１回の追加テストだけでな
く、追加の機器（又はアプリケーション）を日常の取り入れる必要があるという欠点があ
る。
【０００６】
　１つ以上の身体装着型慣性センサによって収集されるデータに基づいて、個人のフライ
ドフレイルインデックス（Fried　frailty　index）を推定する方法が、特許文献１（米
国特許出願公開第2013/110475号公報）に開示されている。この方法は、タイムアップア
ンドゴー（ＴＵＧ）テストのような歩行試験中に収集することができる慣性センサデータ
を使用する。慣性センサデータによって定量化されるパラメータは、個人のフレイルを評
価するモデル（例えば進行モデル）における入力パラメータとして使用されてよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第2013/110475号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Fried等著「Frailty　in　Older　Adults:　Evidence　for　a　Phenot
ype」、Journal　of　Gerontology、２００１年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　フレイルの進行を測定して追跡する信頼性のある手段、特にリモートモニタリングに適
した手段は、高齢の被検者のためのケアの成果と品質を向上させるための価値のあるツー
ルとなるであろう。したがって、被検者のフレイルを定量化して、経時的なフレイルの変
化を検出することができる改善された方法及び装置のニーズが存在する。そのような方法
及び装置は、フレイルの存在及び進行を検出するために、被検者のケア計画に関する後の
決定の基礎として、家庭又は病院ベースのモニタリングシステムで使用することができる
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明の第１の側面によると、被検者のフレイルを評価するためのコンピュータ実施方
法が提供される。当該方法は：
　測定装置のユーザ支持面（user　support　surface）によって経験される力（force）
を測定することによりユーザ支持面上に立っている被検者の体重を決定するように構成さ
れる測定装置によって取得される複数の力測定値（force　measurements）を受け取るス
テップであって、力測定値は、被検者がユーザ支持面上に乗り、続いてその上に立つ間の
測定期間（measurement　period）にわたって一定時間ごとに（at　regular　time　inte
rvals）取得される、ステップと；
　受け取った力測定値を使用して、被検者のフレイルの程度を示すフレイルインデックス
（frailty　index）を計算する計算ステップであって：
　　（ａ）測定期間内の受け取った測定値の第１のセクションをマウンティング時間（mo
unting　period）として識別するステップであって、該マウンティング時間は、被検者が
ユーザ支持面に最初に接触する第１の時間と、被検者の全体重がユーザ支持面によって支
持されるようになる第２の時間との間に及ぶステップと、
　　（ｂ）測定期間内の受け取った測定値の第２のセクションをスタンディング時間（st
anding　period）として識別するステップであって、該スタンディング時間はマウンティ
ング時間の後に始まるステップと、
　　（ｃ）マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップと、
　　（ｄ）スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータを決定するステップと、
　　（ｅ）決定されたパラメータの各々を、対応する所定の閾値と比較するステップと、
　　（ｆ）比較に基づいてフレイルインデックスを計算するステップと、
　を備える、計算ステップと；
　フレイルインデックスを示す出力信号を生成するステップと；
　を具備する。
【００１１】
　したがって、特許請求される発明の実施形態は、有利には、従来的な体重計を使用して
取得される測定値から導出されるパラメータを、数値的フレイルインデックスと組み合わ
せることを可能にする。出力信号（例えばフレイルインデックスの値）を経時的に追跡す
ることができ、この出力信号は、ケア提供者に、被検者の健康状態について、より良好か
つ広範で、より客観的なピクチャ（objective　picture）を提供する。有利には、このよ
うに定量化されるフレイル進行情報を使用して、運動又はリハビリプログラムを操作し、
被検者のために適切なヘルスケアサービス及び／又はソーシャルケアサービスを選択し、
早期の段階で健康悪化を識別してこれに応じて介入すること等ができる。さらに、体重計
は、リモートモニタリングの目的で多くの患者によって既に使用されている一般的なデバ
イスであるので、特許請求に係る実施形態は、被検者の家での使用に適しており、被検者
の日常生活に容易に融合されることができ、これらを便利で邪魔にならないものにする。
【００１２】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態において、マウンティング時間に関連する１つ以
上のパラメータは：
　　マウンティング時間の持続時間（duration）、及び
　　過去の持続時間値（historical　duration　value）からのマウンティング時間の持
続時間の変化、
　から選択される。
【００１３】
　いくつかのそのような実施形態において、方法は、受け取った力測定値から振幅対時間
信号（amplitude-versus-time　signal）を抽出するステップを更に備える。より虚弱な
被検者は、典型的に、体重計の上に乗ることがより困難であり、したがって、これを行う
にはより長い時間がかかることが認識されよう。マウンティング時間の持続時間及び／又
は過去の持続時間値からのマウンティング時間の持続時間の変化を決定することは、被検
者のフレイルに対する重要な洞察を提供することができる。
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【００１４】
　いくつかのそのような実施形態において、スタンディング時間は、抽出される信号の振
幅変動が所定の安定範囲を超えるバランシングセクションと、抽出される信号の振幅変動
が所定の安定範囲内にある安定セクションとを備える。有利には、バランシングセクショ
ンを定義することは、被検者が安定するまでにどのくらい時間がかかるかを決定すること
を可能にする。より虚弱な被検者は、典型的に、体重計の上でバランスを取ることがより
難しく、したがって、安定した状態になるまでにより長い時間かかることが認識されよう
。バランシング時間の持続時間及び／又は過去の持続時間値からのバランシング時間の持
続時間の変化を決定することは、被検者のフレイルに対する重要な洞察を提供することが
できる。
【００１５】
　本発明の幾つかの好ましい実施形態において、スタンディング時間に関連する１つ以上
のパラメータは：
　　バランシング時間の持続時間、
　　過去の持続時間値からのバランシング時間の持続時間の変化、
　　被検者の実際の体重、及び
　　過去の体重値からの実際の体重の変化、
　を備えるパラメータのセットから選択される。
【００１６】
　フレイルの増加は、しばしば体重減少と関連付けられることが認識されよう。　したが
って、被検者の実際の体重及び／又は過去の体重値からの実際の体重の変化を決定するこ
とは、被検者のフレイルに対する重要な洞察を提供することができる。
【００１７】
　いくつかのそのような実施形態において、受け取った複数の測定値は、空間的に分離さ
れる複数の力センサによって取得される測定値を備える。そのような実施形態において、
スタンディング時間に関連する１つ以上のパラメータが選択されるパラメータのセットは
、複数の力センサにわたる圧力分布（pressure　distribution）を更に含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、方法は、被検者に関する身長情報を受け取るステップを
更に備え、フレイルインデックスを計算するステップが更に、被検者の肥満指数、すなわ
ちＢＭＩに関する１つ以上のパラメータを決定することを備える。いくつかのそのような
実施形態では、被検者のＢＭＩに関する１つ以上のパラメータは、実際のＢＭＩ及び／又
は過去のＢＭＩ値からの実際のＢＭＩの変化を備える。フレイルの増加は、しばしば筋肉
の減少と関連付けられるが、これは被検者の実際の体重（例えば被検者が同時に脂肪を得
ている場合）によって反映されないことがあることが認識されよう。同様に、身長を知ら
ずに被検者の体重が少なすぎる（フレイルを示す可能性がある）かどうかを評価すること
は困難である。したがって、被検者のＢＭＩ及び／又は過去のＢＭＩ値からのＢＭＩの変
化を決定することは、被検者のフレイルを評価する際に有益であり得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、方法は、１つ以上の握力の測定値を受け取るステップを
備え、フレイルインデックスを計算するステップが更に、被検者の握力に関連する１つ以
上のパラメータを決定することを備える。いくつかのそのような実施形態では、被検者の
握力に関連する１つ以上のパラメータは、実際の握力及び／又は過去の握力値からの実際
の握力の変化を備える。握力の低下は、しばしばフレイルの増加と関連付けられることが
認識されよう。したがって、被検者の実際の握力及び／又は過去の握力値からの実際の握
力の変化を決定することは、被検者のフレイルに対する重要な洞察を提供することができ
る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、フレイルインデックスを計算するステップは更に、１つ
以上の相関パラメータを決定することを備える。そのような実施形態において、相関パラ
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メータは、マウンティング時間に関連して決定されるパラメータ及び／又はスタンディン
グ時間に関連して決定されるパラメータのうちの２つ以上の間の相関の程度を示す。いく
つかのパラメータは、フレイル以外の理由で個々に変化するか、関連するレベル（concer
ning　level）である可能性がある（例えば握力は手の傷に起因して低下することがある
が、手の傷が体重減少も招く可能性は低いであろう）。したがって、２つ以上のパラメー
タを組み合わせて（相関を評価することによって）考慮することは、フレイルについてよ
り信頼性の高い指標を提供することができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、決定されたパラメータの各々を、対応する所定の閾値と
比較するステップは：
　ａ）決定されたパラメータの各々１つについてのフレイルスコアを、
　　ｉ）所与の決定されたパラメータとフレイルの程度との間のパラメータ固有の関係性
（parameter-specific　relation）であって、患者のグループについての過去のフレイル
データに基づいて生成されるパラメータ固有の関係性を使用して、所与の決定されたパラ
メータに関して取得される決定結果を、対応するフレイルの程度に関連させることと、
　　ｉｉ）対応するフレイルの程度に基づいてフレイルスコアを計算することと、
　によって決定するステップと；
　ｂ）各々の決定されたフレイルスコアを、対応する所定の閾値と比較するステップとを
備える。
【００２２】
　そのような実施形態において、対応する所定の閾値の各々の値は、特定のフレイルスコ
アに対応するように設定される。
【００２３】
　いくつかのそのような実施形態において、方法は、決定されたパラメータのいずれも、
対応する所定の閾値を超えない場合、被検者はフレイルでないと決定するステップ；及び
決定されたパラメータの１つ以上が、対応する所定の閾値を超える場合、被検者はフレイ
ルであると決定するステップを更に備える。各々の決定されたパラメータについてのフレ
イルスコアを決定するステップを含むいくつかの実施形態において、フレイルインデック
スを計算するステップは：
　フレイルインデックスが最も高いフレイルスコアであると決定するステップ；又は
　フレイルインデックスが、最も高いフレイルスコアのうちの２つ以上の平均であると決
定するステップ；
　を備える。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、方法は：
　被検者について、少なくとも各々の決定された最も直近の過去のパラメータを格納する
ステップと；
　マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータ及びスタンディング時間に関連す
る１つ以上のパラメータの各々について、決定された現在のパラメータと、決定された最
も直近の過去のパラメータとの間の差を計算するステップと；
　マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータ及びスタンディング時間に関連す
る１つ以上のパラメータの各々について、上記の差が所定の閾値を超える場合、決定され
た現在のパラメータを破棄するステップと；
　を更に備える。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、方法は、被検者についてのフレイルインデックスの過去
の値を格納するステップと、現在のフレイルインデックスの値を過去の値と比較してフレ
イルインデックスの傾向を検出するステップとを更に備える。
【００２６】
　本発明の第２の側面によると、コンピュータ読取可能コードを備えるコンピュータプロ
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グラム製品も提供される。コンピュータ読取可能コードが、適切なコンピュータ又はプロ
セッサによって実行されると、該コンピュータ又はプロセッサが、限定ではないが、本明
細書に開示される任意のステップ又はサブステップを含め、第１の側面に係る方法を実行
する。
【００２７】
　本発明の第３の側面によると、被検者のフレイルを評価する際に使用するための装置で
あって、第１の側面に係る方法を実行するように構成される制御ユニットを備える装置も
提供される。当業者は、上記の方法の任意のステップ及びサブステップを、本発明に係る
装置によって達成することができることを予測するであろう。上記の装置は、本発明に係
る方法について上述したものと同じ利点を共有する。
【００２８】
　第４の側面によると、被検者のフレイルを評価する際に使用するためのシステムも提供
され、当該システムは：
　被検者がその上に乗り、続いてその上に立つように構成されるユーザ支持面に結合され
る測定ユニットであって、ユーザ支持面に加えられる力を、被検者がユーザ支持面上に乗
り、続いてその上に立つ間の測定期間にわたって一定時間ごとに測定するように構成され
る測定ユニットと；
　第３の側面に係る装置と；
　を具備する。
【００２９】
　本発明のこれら及び他の側面は、以下で説明される実施形態から明らかになり、そのよ
うな実施形態に関連して解明されるであろう。
【００３０】
　当業者には、本発明の上述のオプション、実装及び／又は側面を、有益と思われる任意
の方法で組み合わせてもよいことが認識されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　本発明のより良い理解のため、そして本発明をどのように達成することができるかをよ
り明確に示すために、例として添付の図面を参照する。
【図１】実施形態に従って、被検者のフレイルを測定するための装置の図である。
【図２】本発明の一般的な実施形態に従って、被検者のフレイルを評価する方法を例示す
るフローチャートである。
【図３】受け取った例示の複数の力測定値についての力対時間を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　特定の実施形態は、添付の図面に関連して更に詳細に説明される。以下の説明では、同
様の図面の参照番号が、異なる図面であっても同様の要素について使用される。詳細な構
造や要素等のように本説明において定義される事項は、例示の実施形態の包括的な理解を
助けるために提供される。また、周知の機能及び構造は、不必要な詳細により実施形態を
曖昧にする可能性があるので、詳細には説明されない。さらに、要素の列挙に先行すると
き、「少なくとも１つ」等の表現はその要素の列挙全体を変更するが、列挙の個々の要素
は変更しない。
【００３３】
　図１は、本発明に係る方法を実施することができる、被検者（患者）のフレイルを測定
する際に使用するためのシステムを図示している。システム２は、体重計に対する下向き
の力（「重さ」）を経時的に測定する体重計４と、該体重計からの測定値を受け取ること
ができるように通信リンク３を介して体重計４と通信する制御ユニット６を備える。一部
の実施形態では、制御ユニット６は、体重計４に制御信号を送信することもできる。
【００３４】
　体重計４は、被検者がその上に立ち、被検者の体重の測定値を得るユーザ支持面５を有
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する。体重計４は、例えばユーザ支持面の下に配置される１つ以上の力センサによって、
ユーザ支持面５によって経験される力を測定する。好ましい実施形態において、体重計は
、一定時間ごとに力測定値を取得するように構成される。好ましい実施形態では、体重計
は、１秒に少なくとも１０個の力測定値を取得するように構成される。一部のそのような
実施形態では、１秒に少なくとも２０個の力測定値を取得するように構成される。取得さ
れた力測定値は、例えば制御ユニット６のメモリに格納される。あるいはまた、一部の実
施形態において、取得した力測定値は、リアルタイムで外部デバイスに送信される。一部
の実施形態において、体重計４は、例えば測定された体重の値等の情報を被検者に表示す
るように構成されるディスプレイ７を有する。一部の実施形態において、体重計４は、被
検者が体重計４にデータを入力することを可能にするユーザ入力デバイス８、例えばキー
パッドを有する。
【００３５】
　制御ユニット６は、受け取った力測定値を使用して、被検者のフレイルの程度を示すフ
レイルインデックスを計算するように構成される。一部の実施形態において、制御ユニッ
ト６は、複数のモジュールを備える。そのような実施形態において、モジュールは：
　　患者が体重計に乗るのにかかった時間を計算するように構成されるモジュール；
　　力測定値の振幅を計算するように構成されるモジュールと；
　　患者の実際の体重を決定するように構成されるモジュールと；
　　被検者が、例えば身長データ等のデータを入力することができる対話モジュール；
　　被検者の肥満指数（ＢＭＩ）を計算するように構成されるモジュール；
　　制御ユニットの１つ以上の他のモジュールの出力に基づいて、フレイルインデックス
を計算するように構成されるモジュール；
　　計算されたフレイルインデックスに基づいて一連のアクションを提案するように構成
されるモジュール；
のうちの１つ以上を含む。
【００３６】
　一部の実施形態において、体重計４及び制御ユニット６は単一のデバイス内に提供され
る。他の実施形態では、制御ユニット６は体重計４とは別個である。そのような実施形態
では、体重計４及び制御ユニット６はそれぞれ通信インタフェースを含み、体重計４と制
御ユニット６の間で通信リンクを確立することを可能にする。そのような実施形態では、
体重計４は、例えば力測定値等のデータを制御ユニット６に送信するように構成される。
【００３７】
　好ましい実施形態では、制御ユニット６は、以下で説明される図２に図示される方法を
実行することにより、フレイルインデックスを計算するように構成される。
【００３８】
　別の実施形態において、制御ユニット６は、例えば携帯電話、タブレット、コンピュー
タ、ネットワーク、クラウド、あるいは本明細書における基準を満たすように当業者によ
って予測される任意の他の媒体等の装置内に備えられてよい。そのような装置は、（例え
ばBluetooth（登録商標）、Wi-Fi、ZigBee（登録商標）、NFC、インターネットによる）
無線通信又は（例えばUSBケーブル、マイクロUSBケーブル又はデータ転送に適した任意の
ケーブルによる）有線接続により、測定装置４（体重計等）から力測定値（又は力測定値
から導出することができる任意の信号）を受け取るように構成されている。そのような装
置は更に、図２に図示される方法を実行することにより、フレイルインデックスを計算す
るように編成され構成される制御ユニット６を備える。
【００３９】
　以前の段落で説明される実施形態の例として、装置は、ユーザの利益のために、一群の
協調的な機能（function）、タスク又は動作を実行するように設計される、いわゆるapp
（アプリケーションプログラム）を備えてよく、そのような機能は、図２に図示される方
法に対応する。
【００４０】
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　図２は、被検者のフレイルを評価する方法を示す。ステップ２０１において、複数の力
測定値が、例えば制御ユニット６によって受け取られる。受け取った複数の力測定値内の
各力測定値は、当該測定値が取得された時間と関連付けられる（例えば各測定値は、取得
されたときに体重計によってタイムスタンプを付けられる）。好ましい実施形態において
、力測定値は、受け取った複数の測定値が、最も早く取得された測定値に関連付けられる
時間と、最も遅く取得された測定値に関連付けられる時間との間の時間期間（「測定期間
」）に及ぶように、一定時間ごとに取得される。好ましい実施形態では、受け取った複数
の測定値内の連続する測定値の間の時間間隔が５０ｍｓとなるように、毎秒２０個の測定
値が取得される。しかしながら、他の測定頻度を用いてもよいことが認識されよう。一部
の実施形態では、（例えば体重計４が測定値を制御ユニット６に送信する前に、これらの
測定値を記憶するように構成される場合）複数の力測定値のうちの少なくとも一部が同時
に受け取られる。一部の実施形態では、最後の力測定値の取得の後に、力測定値の全てが
同時に受け取られる。他の実施形態では、（例えば体重計４が力測定値をリアルタイムで
制御ユニット６に送信するように構成される場合）複数の測定値内の各測定値が別個に受
け取られる。
【００４１】
　ステップ２０２において、被検者のフレイルの程度を示すフレイルインデックスが、受
け取った力測定値を使用して（例えば制御ユニットによって）計算される。図３は、受け
取った複数の力測定値の例についての力対時間のグラフを示す。結果の曲線３０から抽出
されるパラメータがフレイルインデックスの計算に用いられる。第１の段階では、（患者
が最初に、例えば第１の足で体重計４のユーザ支持面５に接触した時と、患者の全体重が
体重計の支持面によって支えられるようになる時、例えば患者の第２の足が完全にユーザ
支持面上にある時との間の時間に対応する）マウンティング時間（mounting　period）３
４が識別される。被検者の体重の全て（全部、全体、合計）がユーザ支持面によって支え
られるとき、被検者の体重はユーザ支持面以外の面（例えば床や手すり等）によって支え
られていないことが認識されよう。被検者の体重がユーザ支持面以外の面によって支えら
れていない場合であっても、被検者の全体重がユーザ支持面によって支えられていないこ
ともあることが認識されよう。これは、例えばユーザ支持面に立っている間に患者が上下
にジャンプする場合や、単に膝を曲げている場合であろう。
【００４２】
　被検者のそのような全体重がいつユーザ支持面によって支えられるようになったかを決
定するための様々な方法が当業者には公知であろう。例えば一部の実施形態では、被検者
の全体重がユーザ支持面によって支えられるようになる瞬間が、測定期間中に測定される
最大の力に関連して識別される。いくつかのそのような実施形態では、マウンティング時
間は、所定の閾値３８よりも大きい値を有する第１の力測定値３１と、測定期間中に測定
される最大の力と等しいかほぼ等しい（例えば力の値が「ほぼ等しい」かどうかを判断す
るための閾値が与えられる可能性がある場合）値を有する第１（又は第２等）の力測定値
３２との間の測定期間のセクションとして定義される。一部の実施形態では、（最も早く
受け取られる、正の値を有する測定値が、マウンティング時間の開始としてマークされる
ように）所定の閾値３８はゼロである。他の実施形態では、（図３に図示されるように）
所定の閾値３８は正の値を有する。そのような好ましい実施形態では、閾値は、被検者が
体重計４のユーザ支持プラットフォーム５を踏むことに起因しない力測定値（例えば被検
者が体重計を移動させることや、体重計に乗る前に体重計をたたくことに起因する力測定
値）がマウンティング時間３４から除外されるように、選択される。代替的な実施形態で
は、体重計は、被検者の全体重がユーザ支持面によってサポートされるようになる時を決
定するための１つ以上の追加のセンサ（例えば被検者の両方の足がユーザ支持面に接触し
た時を検出するように構成される接触センサ）を含んでもよい。
【００４３】
　一部の実施形態において、体重計４は、ユーザ支持面５に加えられている力を検出する
とすぐに、力測定値を取得することを開始するように構成される。この場合、一般に、マ
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ウンティング時間３４の第１の力測定値が、最も早く受け取られる力測定値になるであろ
う。代替の実施形態では、体重計４は、特定のトリガイベント（例えばユーザが体重計の
「スタート」ボタンを押すこと）に応答して、力測定値を取得することを開始するように
構成される。そのような代替の実施形態では、概して、トリガイベントの時間と、被検者
が体重計４に乗り始める時間との間にディレイが存在するであろう。したがって、受け取
られる複数の力測定値のセット（すなわち、ディレイ中に取得されるそれらの測定値）は
ゼロ値を有し、閾値３８を超えないことになる。そのような場合、マウンティング時間３
４の最初の力測定値（すなわち、最も早く受け取られる、閾値を超える力測定値）は、最
も早く受け取られる力測定値ではないことが認識されよう。上記のように、マウンティン
グ時間の終わりは、測定期間中に測定される最大の力と等しいかほぼ等しい値を有する第
１（又は第２の等）の力測定値３２によってマークされる（これは、被検者の全体重が体
重計によって支えられており、被検者が、測定期間中に成功裏に体重計に乗ることができ
たと想定される時点を示すからである）。
【００４４】
　第２の段階では、スタンディング時間３５（体重計４のユーザ支持プラットフォーム５
の上に被検者が完全に立っていた測定期間の時間に相当する）が識別される。スタンディ
ング時間３５は、マウンティング時間の終了後に始まる測定期間のセクションとして定義
される。好ましい実施形態では、スタンディング時間３５は所定の長さを有する。１つの
そのような実施形態では、スタンディング時間の長さは１０ｓであるが、他の長さが使用
されてもよいことが認識されよう。（図３に図示される実施形態のような）一部の実施形
態では、スタンディング時間３５は、マウンティング時間の直ぐ後に始まる。代替的な実
施形態では、スタンディング時間は、マウンティング時間の後の所定の時間（又は複数の
測定）に始まる。図３から、（被検者が体重計の上に何とか安定して立つことに成功して
いると仮定すると）スタンディング時間３５は、２つのセクション：すなわち、力信号３
０の振幅変動が所定の範囲３７を超えるバランシングセクション３５ａと、力信号３０の
振幅変動が所定の範囲３７内の安定セクション３５ｂを備える。好ましい実施形態では、
スタンディング時間３５の長さは、被検者の大多数が、スタンディング時間内で安定性を
得ることを可能にするよう十分に長いものが選択される。例えば所与の被検者が、いつも
と違う長い時間の間体重計に乗っている場合、スタンディング時間は、測定期間の終わり
まで至る必要はないことが認識されよう。実際、好ましい実施形態では、スタンディング
時間３５の長さは、大多数の場合にスタンディング時間３５が測定期間の終わりにまで至
らないほど十分に短い時間であるように選択される。一部の状況では、測定期間は、例え
ば被検者が乗った直後に体重計４から降りる場合、測定期間は、スタンディング時間３５
の途中で終わることがある。そのような場合、安定期間（もしあれば）のデータは有効で
はなく、このため、スタンディング時間に関連する少なくとも幾つかのパラメータを決定
することはできないであろう。一部の実施形態において、スタンディング時間の少なくと
も一部について有効なデータが取得可能でない場合、受け取った測定値は破棄される。
【００４５】
　マウンティング時間及びスタンディング時間に関連するパラメータは、次いで、以下の
ように決定される。マウンティング時間について決定することができるパラメータは：
　　マウンティング時間３４の持続時間（被検者が第１の足を体重計に置くことと、第２
の足を体重計に置くこととの間に経過した時間に対応する）；
　　過去の持続時間値（例えば最も直近に決定されたマウンティング時間の持続時間）か
らのマウンティング時間３４の持続時間の変化；
を含む。
【００４６】
　スタンディング時間について決定することができるパラメータは：
　　バランシング時間３５ａの持続時間（被検者が第２の足を体重計に置くことと、安定
した姿勢に到達することとの間に経過した時間に対応する）；
　　過去の持続時間値（例えば最も直近に決定されたバランシング時間の持続時間）から
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のバランシング時間３５ａの変化；
　　力センサにわたる圧力分布（体重計が複数の空間的に分離した力センサを含む場合）
；
　　被検者の実際の体重；
　　過去の体重の値（例えば最も直近に決定された実際の体重）からの実際の体重の変化
；
を含む。
【００４７】
　好ましい実施形態では、上記のパラメータの全てが決定される。しかしながら、上記パ
ラメータのサブセットのみが決定される実施形態も可能である。例えば１つの力センサの
みを有する体重計を使用して本発明を実装することが可能であり、この場合、明らかに力
センサにわたる圧力分布のパラメータは決定されない。
【００４８】
　マウンティング時間３４の持続時間は、マウンティング時間の最初の測定値のタイムス
タンプと、マウンティング時間の最後の測定値のタイムスタンプとの間の時間差を計算す
ることによって決定される。過去の持続時間値からのマウンティング時間の持続時間の変
化は、現在のマウンティング時間の持続時間と、以前に決定されたマウンティング時間の
持続時間との間の差を計算することによって決定される。一部の実施形態では、以前に決
定されたマウンティング時間の持続時間は、最も直近に決定されたマウンティング時間の
持続時間である。他の実施形態では、以前に決定されたマウンティング時間の持続時間は
、現在のマウンティング時間の持続時間の決定の所定の時間より前に決定されたマウンテ
ィング時間の持続時間である。
【００４９】
　バランシング時間３５ａの持続時間は、バランシング時間の最後の測定値のタイムスタ
ンプと、マウンティング時間の最後の測定値のタイムスタンプとの間の時間差を計算する
ことによって決定される。バランシング時間の最後の測定値は、以下のプロセスによって
識別される：力信号３０における極大と極小が検出される。隣接する極大と極小のペアご
とに最大振幅と最小振幅との間の振幅の差が計算される。２つ以上の連続する最大－最小
ペアが、所定の閾値よりも小さい振幅差を有する（すなわち、信号の振幅が、図３に図示
される範囲３７のような所定の範囲を超えない）とき、最初の最小－最大ペアの最初のピ
ークに対応する測定値が、バランシング時間の最後の測定値であると決定される。他の公
知の技術を使用して、バランシング時間の最後の測定値を識別することができる（例えば
勾配法、各ウィンドウの標準偏差（ＳＤ）が所定の閾値と比較されるウィンドウベースの
標準偏差）が、受け取った複数の力測定値の各々に同じ技術を使用すべきであることが認
識されよう。また、異なるエンドポイントを使用してバランシング時間の持続時間を決定
する代替的な実施形態も可能であり、一部の実施形態では、例えばバランシング時間の最
後の測定値のタイムスタンプと、バランシング時間の最初の測定値のタイムスタンプとの
間の時間差を計算することによって、バランシング時間の持続時間が決定されることが認
識されよう。過去の持続時間値からのバランシング時間の持続時間の変化は、過去の持続
時間値からのマウンティング時間の持続時間の変化と同様の方法で決定される。
【００５０】
　力センサにわたる圧力分布は、異なるセンサによって取得される力測定値を比較するこ
とによって決定される。
【００５１】
　被検者の実際の体重は、スタンディング時間３５の安定セクション３５ｂの間の平均の
測定された力を計算することによって決定される。過去の体重値からの実際の体重の変化
は、現在の実際の体重の値と以前に決定された実際の体重の値との間の差を計算すること
によって決定される。一部の実施形態において、以前に決定された実際の体重の値は、最
も直近に決定された実際の体重の値である。他の実施形態において、以前に決定された実
際の体重の値は、現在の実際の体重の値の決定の所定の時間より前に決定された実際の体
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重の値である。
【００５２】
　一部の実施形態において、決定されたパラメータのうちの２つ以上の間の相関の程度（
例えば実際の体重における変化とマウンティング時間の持続時間における変化との間の相
関の程度）も計算される。いくつかのそのような実施形態では、これらの相関（以下では
、「相関パラメータ」と呼ばれる）は、フレイルインデックスの計算で使用するための追
加のパラメータとして扱われる。
【００５３】
　マウンティング時間に関連する１つ以上のパラメータ及びスタンディング時間に関連す
る１つ以上のパラメータ（及び任意選択で相関パラメータ）の値が決定されると、決定さ
れたパラメータの値の各々（すなわち、決定結果の各々）が、対応する所定の閾値と比較
される。所定の閾値は、フレイル患者の履歴データベースに基づいている。このデータベ
ースは、各患者について、上述のパラメータの各々についての日常の値（daily　values
）だけでなく、転倒、入院、ＥＲ訪問並びに基準テストを使用して作成される死亡率及び
／又は臨床的フレイル評価といったフレイルに関連する有害事象に関する情報を含む。有
害事象及び／又は臨床的評価を使用して、パラメータ値をプロットすることができるフレ
イルの数値的スケール（numerical　scale）を定義して、パラメータ値と個々のパラメー
タごとのフレイルの程度との間の関係性（relation）を生成する。このようにして、「フ
レイルスコア」が各パラメータについて決定される。好ましい実施形態において、数値的
フレイルスケールは、０（フレイルでない）から１（自己測定体重に対して過度にフレイ
ルである（too　frail））に及ぶ。各パラメータについて、数値的フレイルスケール上の
点は、（有害事象情報及び／又は臨床評価に基づいて）フレイルの被検者を示すように選
択され、そのパラメータについての閾値は、数値的フレイルスケール上の選択された点に
対応するパラメータ値として設定される。
【００５４】
　全体のフレイルインデックスが、その比較に基づいて計算される。パラメータ値のいず
れも、対応する所定の閾値を超えない場合、その患者はフレイルではないと判断され、全
体のフレイルインデックスの値はゼロである。パラメータ値のうちの少なくとも１つが、
対応する所定の閾値を超える場合、患者はフレイルであると決定され、全体のフレイルイ
ンデックスは非ゼロの値を有することになる。好ましい実施形態では、フレイルインデッ
クスは、０（フレイルでない）から１（自己測定体重に対して過度にフレイルである）に
及ぶ。（フレイル患者についての）フレイルインデックスの値を異なる方法で計算するこ
とができることに留意されたい。例えば一部の実施形態では、最も高い個別のフレイルス
コアが、全体のフレイルインデックスとして取られる。他の実施形態では、個別のフレイ
ルスコアのうちの２つ以上の平均が、全体のフレイルインデックスとして取られる。一部
の実施形態では、全体のフレイルインデックスの値は、対応する閾値を超える個別のパラ
メータ値の数に基づいて計算される。
【００５５】
　好ましい実施形態において、被検者についての過去のパラメータ値は、例えば制御ユニ
ット６によって格納される。一部のそのような実施形態において、各々の新たに決定され
たパラメータ値は、そのパラメータの最も直近の過去の値（historical　value）と比較
される。したがって、パラメータの経時的な進行を追跡することができ、全ての値の傾向
を識別することができる。一部の実施形態では、全体のフレイルインデックスについての
過去の値が格納されるか、あるいはまた、個々のパラメータについての過去の値が格納さ
れる。したがって、計算されるフレイルインデックスを使用して、患者の進行を経時的に
追跡することができる。一部の実施形態では、所定のルールが、臨床的に重大である可能
性がある傾向を警告するために使用される（例えば全体のフレイルインデックスが１か月
以内に０．２ポイント以上落ちる場合、被検者のヘルスケアプロバイダに警告が送信され
る）。これは、特定の方向で被検者の治療を操作し、あるいは追加のサービスや介入を提
案するようにヘルスケアプロバイダをトリガすることができる。
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【００５６】
　一部の実施形態では、過去の値を使用して、新たに決定されたパラメータ値の妥当性を
確認する。例えば新たに決定されたパラメータ値と、そのパラメータについての最も直近
の過去の値との間の差が所定の閾値を超える場合、新たに決定されたパラメータ値は、妥
当ではないとして破棄される（したがって、全体のフレイルインデックスの計算には考慮
されず、過去の値に追加されない）。
【００５７】
　一部の実施形態において、１つ以上の追加のパラメータがフレイルインデックスの計算
において考慮される。これらの追加のパラメータは、例えば被検者のＢＭＩ及び／又は被
検者の握力とすることができる。被検者のＢＭＩがフレイルインデックスの計算で考慮さ
れる実施形態では、体重計４及び／又は制御ユニット６は被検者に関して身長情報を受け
取るように構成される。例えばそのような一実施形態では、体重計４は、被検者が自身の
身長を入力することを可能にし、この身長情報を制御ユニット６に送信するように構成さ
れるキーパッドを含む。被検者の握力がフレイルインデックスの計算で更に考慮される実
施形態では、システム２は更に、被検者の筋肉の強さを測定するためのハンドグリップデ
バイスを含む。一部のそのような実施形態では、ハンドグリップデバイスは、体重計４に
取り付けられる。好ましくは、その取付けは、患者が体重計４に乗るときのサポートのた
めにはハンドグリップデバイスを使用することができないようなものとする。他の実施形
態では、ハンドグリップデバイスは、体重計４とは完全に別個である。好ましい実施形態
において、ハンドグリップデバイスは、制御ユニット６へ握力測定値を送信するように構
成される。
【００５８】
　本発明の実施形態によって提供されるようなフレイルインデックスを使用して、有利に
は、ヘルスケアの多くの側面を改善することができる。フレイルインデックスが特に有利
である可能性がある分野には以下が含まれる：
【００５９】
　運動プログラム（Physical　activity　programs）とリハビリ治療。治療後に退院する
被検者は、典型的に、筋力の低下に起因して入院前よりフレイル度が増している。これら
の場合、被検者の機能状態を改善するために、理学療法及び運動プログラムが指示される
ことが多い。しかしながら、これらの治療は、単一の初期評価（single　initial　asses
sment）に基づいてリモートで管理されることが多い。上述のような方法でフレイルイン
デックスをモニタリングすることにより、被検者の進行に合うように治療を調整すること
ができる。
【００６０】
　ヘルスケア又はソーシャルケアのためのサービスの選択。フレイルは患者のセルフケア
能力を直接的に弱めるので、フレイルインデックスを使用して、その患者のために適切な
ヘルスケアサービスを推薦することができる。
【００６１】
　健康悪化の識別と入院の予防。フレイルを日常的に追跡することにより、被検者の悪化
を検出することができる。例えばフレイルインデックスが所定の閾値を下回る場合、かつ
／又は所与の期間中の悪化が所定の閾値よりも大きい場合、警告を発してヘルスケアの専
門家が早期段階で介入することを可能にし、潜在的に入院を防止することができる。
【００６２】
　したがって、一部の実施形態では、方法は、計算されたフレイルインデックスに基づい
て一連のアクションを提案する追加のステップ２０３を含む。いくつかのそのような実施
形態では、これは、計算されたフレイルインデックス及び／又は計算されたフレイルイン
デックスにおけるいずれかの識別された傾向及び／又は決定された個別のパラメータの値
を、可能性のあるアクションのデータベースと比較することを含む。いくつかのそのよう
な実施形態では、この比較は制御ユニット６によって行われる。一部の実施形態では、ス
テップ２０３は、比較に基づいて１つ以上のアクションを選択することを含む。いくつか
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のそのような実施形態では、選択されたアクションは、任意の適切な通信技術を使用して
被検者及び／又は被検者のヘルスケアプロバイダに伝達される。
【００６３】
　したがって、体重計を使用してフレイルの測定及び進行をモニタリングすることを可能
にする方法、装置及びシステムが提供される。体重計を使用して取得される測定値から導
出されるパラメータは、数値的フレイルインデックスと組み合わされ、フレイルインデッ
クスの値を経時的に追跡することができる。この情報は、ケア提供者に、被検者の健康状
態について、より良好かつ広範で、より客観的なピクチャを提供する。定量化されたフレ
イル進行情報は、幾つかの適用のために価値がある可能性がある。例えばこの情報を使用
して、運動プログラム又はリハビリプログラムを操作し、被検者のために適切なヘルスケ
アサービス及び／又はソーシャルケアサービスを選択し、早期の段階で健康悪化を識別し
てこれに応じて介入すること等ができる。さらに、体重計は、リモートモニタリングの目
的で多くの患者によって既に使用されている一般的なデバイスであるので、本発明の実施
形態によるフレイル測定方法、装置及びシステムは、被検者の家での使用に適しており、
被検者の日常生活に容易に融合されることができる。したがって、これは便利で邪魔にな
らない。
【００６４】
　本発明を、図面及び上記の記載で詳細に図示及び説明してきたが、そのような図及び説
明は、限定ではなく具体例又は実施例として考えられるべきであり、本発明は開示される
実施形態に限定されない。
【００６５】
　開示される実施形態に対する変形は、特許請求に係る発明を実施する際に当業者によっ
て図面、本開示及び添付の特許請求の範囲の教示から理解され、達成されることができる
。特許請求の範囲において、「具備する」という用語は、他の要素又はステップを除外せ
ず、不定冠詞「a」又は「an」は複数を除外しない。単一のプロセッサ又は他のユニット
が、特許請求の範囲に記載される幾つかのアイテムの機能を満たしてもよい。特定の手段
が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの手段の組合せ
を有利に使用することができないことを指示するものではない。コンピュータプログラム
は、他のハードウェアと一緒に又はその一部として供給される光記憶媒体又は半導体媒体
のような適切な媒体に格納／分散されてよく、インターネット及び／又は他の有線若しく
は無線電気通信システム等を介して他の形で分散されてもよい。特許請求の範囲における
全ての参照符号はその範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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